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ケニアにおける小鳥の換金作物生産の発展と小農の階層分化

児 玉 谷 史 朗*

Peasants,CapitalandState:DevelopmentofCashCropProduction
andStratificationofPeasantsinKenya

ShiroKodamaya**

Theaimofthispaperistoshedlightonanaspectofthedifferentiationandstratificationof
peasantcashcropproducersinhighpotentialareasofKenya.Rapidexpansionofcashcrop
productionamongpeasantssincetheSwynertonPlanof1954hadseveralimportantimplicationsfor
thedifferentiationofpeasantry.Thestudyexaminestheimpactofcapitaland/orstateintervention
ondifferentiationprocess.Thisconcemsthestrugglebetweenpeasantsandcapital/Stateoverthe
conditionsofproductionandthetermsofexchange.
ThreeareasofMurang'a.KerichoandMumiasareselectedforthecasesofcoffee,teaand

sugarcaneproduction.Theorganisationalbodiesofpeasantcashcropproductionvariedfromco-
operativesforcoffee,para-Statalbody(KTDA)forteatoprivatecompanywiththeGovernment
beingthemajorityshareholderforsugarcane.Thecontrolofproductionandexchangeincludedthe
supplyofprescribedpackageofinputsoncredit.thesupervisionofcultivationandtheimposition
ofproducerpricesthroughmonopsony.InMumiasoutgrowerscheme,thecontrolculminatedinthe
verticalintegrationofoutgrowerproductionwheretheminimum decisionmakingwasleftto
peasantproducers.Thereactionsofpeasantfarmerstothecontrolweremanifestedinanumber
ofways:theovertpoliticalactionsforresistancetoplantingregulationsandfortherealizationof
anewplan;evasionofcontrolbyttillegal"orttprivate"plantingand"blackmarket"salesof
fertilizerssuppliedoncredit.
Thediffusionofcashcropproductionunderthecontrolofcapital/Stateandtheovertandcovert

reactionofdifferentstrataofpeasantsindifferentwayscontributedtotheemergentthreegroups
ofpeasantcashcropproducerswithdifferentpatternsofconsumptionandinvestment.
Asmallstratumofrichpeasantproducerswithlargerlandholdinghadconsiderableincomesfrom

cashcropproduction.Buttheywerelessdependentonasinglecashcropbecausetheyhadaccess
toothersourcesofincomefromfoodandlivestockproductionandoftenfromtradeorsalaried
emp】oymenLWhi】etheyinvestedtheirsurplusesinfarmimprovement,theyalsoinvestinnon-farm
businessandsecondaryeducationsoastodiversifytheireconomicactivities.
Themiddlegroup,Withinwhichthevastmajorityofpeasantcashcropproducersfell,received

thecashcropincomewhichwasnotsufficienttogenerateasizeablesurplusforinvestment.Most
oftheirincomewasspentonsuchbasicneedsasfoodandclothes,andtherest,onschoolfees,
consumergoodsandimprovementinhousing.Whilecashcropincomewastheimportantsourceof
cashforthemidd一egroupwithfoodcropproductionforhomeconsumption,itactedasasafeguard
againsttheirproletarianization.Itallowedthepeasantfarmerstomeetbasiccashexpenditure
withouthavingtodisposeofthelandordependingonoff-farmwagelabour.Itisalsosignificant
thattheuniformcreditsystemsofinputs,technicalassistanceandmarketingservicesenabled
middlepeasanttocompetesuccessfullywiththeupperstratum ofrichpeasantsincashcrop
production,

Whiletherapidexpansionofcashcropproductioninhighpotentialareasreachedthesmaller
landowners,theyweremarginalcashcropproducerswhowereobligedtosupplementtheirincome
withcasualwagelabour.Growingcashcroponthesmallestlandholdingscreatedsuchapressure
onsubsistencefoodproductionthatthefarmershadtodependonthepurchaseofstap】efood.
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Ⅰ. はじめに

ケニアではアフリカ人小農によるコーヒー ･茶

等の換金作物栽培は1950年代に至るまで公式あ

るいは非公式に禁止されていた.しかし,マウマ

ウの ｢反乱｣による非常事態宣言下の1954年に

発表された ｢アフリカ人農業開発振興計画｣ (過

称スウィナー トン計画 )1)はかかる政策に終止符

を打ち,小農による換金作物生産の急速な発展の

出発点となった.スウィナー トン計画は,その実

施によって小農の両極分解 (資本家的農民と農業

労働者-の分解 )が進行するだろうと想定してい

た.2)

これに対して近年M.コーエンはセントラル州3)

の小農農業の調査に基づいて,スウィナー トン計

画が小農の両極分解を促進 してきたと考えるのは

誤 りだとする説を提示 したチ)コ-エンによると

現在のケニアの小農換金作物生産においては小農

の中規模層 (middlepeasant)が優越 している

のであり,それは次のようなメカニズムで説明さ

れる.国際金融資本 (internationalfinanceca-

pital)5)ぉよびその仲介者たる周辺部国家は小農

の換金作物生産の生産過程と交易条件を管理する

ことによって小農の収益を制限する.それは小農

の側における剰余の蓄積を阻害し,小農の資本家

的経営-の上向を阻止する.その結果,家族労働

に基礎を置 く中規模層が換金作物生産の主力と

なる,というのである.コ-エンの鼓論は小農農

業の商業化と農民層分解に関するいくつかの興味

深い問題に関連 している.

まず資本または国家による小農経営の支配の問

題である.独占資本による小農経営の支配は日本

の農民層分解論ですでに論じられてきた.Lたとえ

ば,独占段階における農民層分解の法則的表現と

される ｢中農標準化傾向｣は独占資本による農業

収奪のもとで農業経営のブルジョワ的上向発展が

否定されることによると説明された.6) また独占

資本による小農経営の支配のもっとも進んだ形態

は垂直統合 (verticalintegration)として現わ

れる,という.すなわち,独占資本は流通 ･加工

過程の掌握を基軸に農家に契約生産を行なわせ,

生産手段の供給と農産物の販売を独占し,経営 ･

技術指導の実権を掌握する.垂直統合の進展によ

り,農家世帯の基礎上に立脚する個別経営は農業

生産における社会的分業の一環に組み込まれるこ

とになる.7)

しかし現代のアフリカにおいては独占資本によ

る小農経営の直接の支配は少ない.むしろ公社や国

家機関が小農経営の生産 ･流通を管理している場

合が多い.独立後のアフリカ諸国の政荷は一方で

外資系企業による大農場所有に何らかの規制を加

えると共に,他方で小農による輸出作物の生産を

促進してきた場合が多い.政府にとっては外貨獲

得,税収入の確保という経済的観点からも,また

人口の多数を占める′ト農や土地無し農民の生活安

定という政治的観点からも小島の換金作物生産を

重視 した.しかし多数の小農に換金作物を普及さ

せ,その生産 ･流通 ･加工を管理するにはアフリ

カ諸国は資金や技術を欠いている,そこでプロジ

ェクトの策定や公社の運営に外資企業の技術 ･経

営指導や国際機関の資金援助が要請される.

またアフリカ諸国の独立にともなう政治的 ･経

済的環境変化に対応して多国籍アグリビジネスの

側でも基本戦略を従来のプランテーション所有の

ような直接投資から,技術 ･サービス供与,経営

代理,農業投入財の販売,加工,流通の支配等-

と変えてきているといわれる.8)

ここで小農農業の商業化における世銀等の国際

融資機関の役割に触れておこう. ｢世銀のような

機関によって推進されている現在の農業開発政策｣

は小農問題の解決として考え出されたものであり,

｢小農を資本や国家の支配下に服属させるための

戦略である｣という主張がある.9) 小農問題の解

決のためには必ずしも小農を両極分解によって解

体する必要はなく,家族的/ト経営の形式を温存し

つつ,小農を資本の支配下に服属させればよいと

いうのである.事実世銀は ｢近代部門と伝統部門

との連関の増大,特に農産物と農業投入財,サー

ビスの取引の増加｣が農村開発の-戦略であると

表明している.10) 世銀はそのような農村開発の一

形態である ｢外部生産農家計画｣outgrower

scbemeに関与してきた.外部生産農家計画は次

のように説明されている. ｢加工工場またはプラ
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ンテ-ションを核 としてその周囲に小農経営を配

置する.中心部は外部生産農家に技術的援助,投

入財,流通サービスを与え,外部生産農家は中心

組織を通 じて生産物を出荷する｣.ll) か くて小農

農業の商業化,その支配が,アフリカ諸国の政府

やアグリビジネス,国際融資機関の共通の関心と

なるのである.

かかる資本や国家の支配下における小農農業の

商業化は′ト烏の階層分化にいかなる影響を与える

だろうか.それは′ト烏の両極分解をひきおこして

いるだろうか.本稿では次の2つの視点からこの

間題を検討 したい.

第-に資本と小農の関係を生産と交換の諸条件

をめぐる直接生産者と資本との闘争という視点か

ら動態的に把握することを試みる.12)ここでは一

方で資本がいかにして小農の生産及び交換の諸条

件を規制 しようとし,小農がそれにいかに対応す

るか,そして他方で小島の側にいわゆる農民的剰

負,萌芽的利潤が形成され うるか否かが問題とな

る.

第二に資本 (国家 )一小農関係と小農内部の諸

階層の対抗関係との両者を視野に入れる複眼的視

点である.資本-′｣､農関係のみに注目して,小農

内の階層的差異を見落とすべきではない.資本と

の対抗関係 も階層に応 じて異なるであろう.餐

本-小農の対抗と小農内部の諸階層の対抗は相互

に関連 しつつ進展するであろう.たとえば小農の

上層は時には小鼻の中層と連合 して資本に対抗 し,

また時には資本と協調して,小農の他階層を犠牲

にしつつ,みずからの経済的地位を強化しようと

するかもしれない.

以上のような視座から本稿はコーヒー ･茶 ･甘

煮の生産を事例として,ケニアにおける小鳥の換

金作物生産の発展と階層分化 とを検討する.この

三品目をとりあげたのは,これらがケニアの小農

の生産する換金作物として最 も重要であり,さら

にコーヒーと茶は輸出品としても最も重要だから

である.

∫.小農のコーヒー生産と協同組合

1.小農のコーヒー生産の概観

(1) ′ト農のコーヒー生産の歴史の概略

1954年のスウィナー トン計画によってはじめ

て小鳥のコーヒー生産が振興されるに至った.小

農のコーヒー作付面積 は1955年の3,044ha.か

ら64年の50,942ha.-と10年間で17倍近 くに

増加 した.13)(第 1表参照 )1964年以降コーヒ

ーの新規作付が一切禁止されたため,小農のコー

ヒー生産の急速な拡大は停止 した.14) しかし作付

禁止は1973年に解除され,さらに75年のブラジ

ルの霜害によって世界市場でのコーヒー価格が急

騰 したために70年代の後半に再びコーヒー作付面

積が急激に増加 した.

第1表 ケニアにおけるコーヒー生産の 発展

コーヒー作付面 積 ('oooha) コーヒ ー生産高('oooトン)

年 エステー ト 小鳥 年 エステ ート 小 島

953 24.6
959 27.5
965 29.6
972 26.9
976 28.4
981 34.0

1.6 1956/57 18.5 3.8

10.6 1962/63 23.4 13 .4

52.7 1968/69 26.8 25.6

53.8 1974/75 31.2 35.0

56.6 1980/81 34.2 64.0

101.9

(出所 )∫.K.Maitha,1974,pp･84 :86;Kenya,Deve-

lopmentPlan 1974-78,p.23 8 ;Development
Plan1979-83,p.264; K enya ,EconomicSur-

vey;K enyTa,MOA,1983,p.41.

(2) 生産組織

コーヒーを生産 しようとする小農は全て協同組

合に加入 し,協同組合を通 じて出荷することを義

務づけられた.コーヒー生産農家協同組合はケニ

アの協同組合の最大勢力である.1977年の時点

で農業協同組合の組合員総数約 70万人のうち35

万人がコーヒー生産農家協同組合の組合員であ

る.15)

コーヒー生産において協同組合は次のような役

割を担っている.第 1に組合員の収穫 したコーヒ

ーを計量,記録 した後,第一次加工を行ない,也

荷する.第二に,組合員に化学肥料,農薬,コー

ヒーの苗木等の投入財を前貸しする.その代金は

組合点に払われるコーヒーの代金から差し引く形

で回収される.第三に組合員のコーヒー栽培の監

査 (病虫害発生の防止,適切な時期における収穫

等 )を行なう.第四に組合員-の融資を行なう.
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(3) コー ヒーの加工,流通過程 16)

コー ヒーの加工 ･流通にはい くつ もの組織が介

在する.コーヒーの実の加工は2次の過程からな

る.第一次加工は協同組合の工場 (pulpery)で行

なわれる.ここではコーヒーの実 を脱肉機にかけ

て果肉をとり,種子 を発酵 させて糖分を取 り除い

た後乾燥 させる.このコー ヒーを パー チ メ ン ト

(parchment)とい う.パーチメン トは第二次加

工のためにナイロビにあるK.P.C.U.(Kenya

PlantersC0-OperativeUnion)の工場 (curing

mill)に送 られ, ここで内果皮が除去 されてク

リーン ･コーヒーとなる.第二次加工 を終えたコ

ーヒーは国営企業であるコーヒー ･ボー ド(Co-

ffeeBoardofKenya)が選別 ･貯蔵 し, コー

ヒー ･ボー ドの代理店 を通 じて競売にかけられる.

ケニアで生産 されたコーヒーはすべてコーヒー ･

ボー ドを通過せねばならない.コー ヒー の約 95

9Toは輸出される.

(4) コーヒーの価格構成

コーヒーの価格は晶質等級により異な り,また

工場及び協同組合の経営効率にも影響 を受けるの

で協同組合 (工場 )ごとに価格構成比 も異なる.

まず輸出代金からコーヒー輸出税 とコー ヒー ･

ボー ドの経費が引かれる.コーヒー輸出税は1964

年に導入 されて以後,コー ヒー売上高の5- 6%

以下で近年は 4%前後である.またコーヒー ･ポ

- ドの経費は 2- 3%である.17) これ らが差 し引

かれた残余からさらにK.P.C.Uの手数料,地方

税 (CountryCouncilCess),協同組合の経費

が引かれる.これ をムランガ県のカンダラ協同組

合のンガラリア (Ng'araria)工場 の場合につい

て示 したのが第 2表である.カンダラ協同組合で

はこの組合員-の支払い額から組合員 1人当た り

ハランべ- (Harambee)寄付金 として50シ リン

グ,18)組合費 として60シリングが差 し引かれる,19)

このように小嚢に支払われるコーヒー代金は種 々

の控除 を受けた琴 の残余 として決 ま り, しかも

世界市場の価格変動の影響 を受ける.したがって

′ト農にとってコーヒー価格は他律的かつ事後的に

沢定 されるのであって,彼 らに価格 を支配する力

はない.

第2表 コーヒーの価格構成 1982/83年
(ムランガ県,カンダラ協同組合 ンガラリア工場)

'000シリング

コーヒー給売上額 1,097.2

氏.P.C.U.手数料 45.1

地 方 税 32.9

協同組合経費 194.1

組合員 (コーヒー生 825.1
産着 )-の支払い

o

1

0

7

2

殉

00

4
.
3

tJ

5

1

7

日H

(出所)KandaraCooperativeSocietyの記録

から計簸

第3表 ンガラリア･ナ-ロにおける小農の土地所有分布とコーヒー生産①
(1982年)

所有地規模 戸数
(エーカー)㊨

0.5.-1.2

1.3-2.5

2.6.-4.0

4.1.-23.0

全 体

8

8

8

8

2

1

1

1

1

7

地

ー

耐

力

鞘
賢

8

0

.4

1

0

2

3

01

4.1

り
家

紺
場
数

-

-

1

1

1

地

い
戸

土
て
の

1戸当たり平均 1戸当たり平均
コーヒー作付面積 コーヒー収穫量

(エーカー) (kg)

0.3 354(15戸についてのみ)

0.6 1,350(16戸についてのみ)

1.0 1,823(15戸についてのみ)

2.55 6,300(13戸についてのみ)

1.1 2,300(59戸についてのみ )

(注) ① 0.5-1.2エーカー層の1戸を除いてすべての農家がコーヒー樹を所有している･
㊥ 1エーカー≒0.4ha.
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第4表 所有地規模とコーヒー導入の年(ンガラリア･十一ロ地区)

所有地規模
0.5′-1,2

1.3.-2.5

2.6･-4.0

4.1.-23.0

全体

コーヒー導入の年

1963年以前 1964-70年
1 4

4 4

6 8

11 4

22 20

2.ムランガ県における小農の階層分化

本節では筆者が1982-83年にムランガ(Mu-

rang'a)県カンダラ(Kandara)地方のンガラリ

ア ･ナ-ロ(Ng'araria/Naaro)地区で行なっ

た調査の結果をもとにコーヒー生産農家の階層分

化を検討する?O)

まず土地所有分布と所有地規模別のコーヒー生

産 を示 したのが第 3表である.サンプル農家のう

ち1戸を除いてはすべてコーヒー樹 を所有 してお

り,この地域のコーヒーの普及度が100770に近い

ことを示 している.平均 して所有地の約 4分の1

がコーヒー作付に使われているが所有地規模が大

きいほど所有地面積に占めるコーヒー作付面積の

割合が低下する傾向を看取 しうる.また第4表に

示 したように所有地規模とコーヒー導入の年の関

連を調べると初期には所有地規模の大きな農家に

限られていたコーヒー栽培が,しだいに全階層に

広がっていったことがわかる?1)

しかし,コーヒー栽培が全階層に普及 している

にもかかわらず,コーヒー生産規模の階層間格差

は非常に大きい.第3表に見られるごとく,コー

ヒー収穫量では所有地規模の大きい農家の方が完

全に優位に立っている.また戸数では全体の4分

の1にあたる4.1-23エーカー層はコーヒー作付

面積では全体の5870を占めている.収穫量の格差

が大きいことは協同組合の工場の記録によっても

確認しうる.第 5表のデータはンガラリア ･ナ-

ロ地区のコーヒー生産農家のほとんどをカバーす

るものである.上位 170の農家が出荷量の約10%

を占めていると推計される.

各階層におけるコーヒー生産について,今少 し

立ち入って検討 してみよう.第6表は賃労働の利

用の状況について所有地規模階層別に示 したもの

年28一
12

9

4

2

72

1791

I
-

一

1

2

計

17

18

18

18

71

第5表 ムランガ県ンガラリア･ナ-ロ地区の
小鳥コーヒー出荷量 (1982年)

出荷量(kg)

8,000以上

4,000以上 8,000未満

2,000以上4,000未満

1,000以上2,000未満

1,000未満

全 体

兵家数 割合(ro)
13 0,9

49 3.7

113 8.5

330 24.7

832 62.2

1,337 100.0

(注) -農家平均出荷量は965kg,出荷量の合計
は1,292.5t･

(出所)ンガラl)ア･ナーロ地区の3つのコーヒー
加工工場の記録から計算.

第6衰 ンガラリア･ナ-ロの小農における
賃労働の利用(島業労働者についてのみ)

(1982年4-10月の期間について)

所有地規模 常置労働者 臨時雇労働 労働者
を雇(エーカー) を雇ってい 者を雇った

わなかつたる兵

家 農家 農家0.5-

1.2 0 2 161.3.}2.5 2 12

42.6.-4.0

3 12 34.1-23 7 ll

0である.それによると4エーカー以上の

層は資本家的経営もしくはそれに近い富農であると

思われる.また第 7表は事例農家22)について

コーヒー生産量 とその経費を示 したものである.

それによるとコーヒー収穫量が多い農家はどコー

ヒー生産における貸金支払い額は増大することが

わかる.この地域では農業生産における貸労働の

利用はコーヒー生産に関係 したものが圧倒的に多

い.この意味では小農のコーヒー生産の発達は賃

労働の利用を増大させたと考えられる,しかしな

がら,質労働-の依存度は土地所有面積 とコーヒ
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第7表 事例兵家のコーヒー生産経費(1983年4-9月)

l農家番号 コーヒー本数(カツコ内は未成木数) 1983年大雨季コーヒー収棟量 (kg) 協同組合からの前貸し投入財の総額1983.4.-9月(シリング) コーヒー生産現金経費ヽ○ 1982年コーヒ

ー収穫量ケニア.ソリ/ク(1983.4-9月)

(kg)貸 金 支 払 輸送費
大雨季 小雨季収樺労働

農薬散布,除草,勢定1 986 約6,000 1,104以上 787.

7 0 0 8,000 5,0002 1,129 4,722 N.A. 7

67.8① 120① 186 1,300 1,5003 595219 2,

473 1,813 397.5 205 0 4

,010 1,8004 2,369 975 0 0 0 N.A. N.A5 950 264 1

69.3 0 0 1,342 1,0956 304 904 454 165 0 10 500 200

7 551 704 1,826 75 0 0

3,500 2,5008 244 443 228 0

0 10 200 2809 213+(20) 361 0 90㊤ 0 8 10

0 8010 448+(400) 329 22

7 0 0 0 400 250ll 99+(1

0) 103 0 0 0 0 150 512 (100)

0 - - - - 0 0(注)① この農家はこの他に常雇労働者1人
を雇っている.㊤ この他に6時間分の労働に現物(牛乳 )支払いをした.

第8表 事例農家の収入 (1983年4月-9月 )

(単位 )シリンダコーヒー生産 コーヒー生産 コーヒー以外の

農外所得 地代 ･贈与 家畜売買の農家番号 粗収入推定① 純益推計㊤ 鼻産物販売

額 (送金も含む) その他収入 収 支1 12,000 10,000

2 9,544 7,344

3 4,946 2,530

4 4,738 3,763

5 1,900 1,467

6 1,808 1,1717 1,408

-4938 886

6489 722 624

10 658 43111 206 206 1,310

38 2,880 415

353 9

,230 210880

401,100

1,180 20862

400 20310

800 104,315 714

145 30193

2,170 721,250

7,000 51454

2,003 30(注)① 価格を1kg当たり2シリングと仮定.
㊤ 粗収入- (前貸投入財費用+現金経

費)比政的高額で恒常的な農外所得を有する農家は農

業生産において賃労働を利 用することが多いヲ3
)

これは農外所得が農業労働者を雇 うのに必要

な現金を供給するからである.すなわち上層農家

の場合でも資本家的経営の維持のためにはコーヒ

ー生産からの収益だけでは不十分で,恒常的な島外所 13381707001800【

l1得による補充が必要な農家が多いのであ
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要ではなくなり,むしろ農外所得とか家畜売却に

よる収入の方が重要になっている.すでに第 5表

でみたようにンガラリア ･ナ-ロのコーヒー生産

農家の6割以上は1年間 (すなわち2シーズン)

のコーヒー出荷量が1,000kg未満であ り,これら

の農家はコーヒーからの所得だけでは生計維持が

困難であると思われる.すなわちコーヒー生産が

ほとんど全部の農家に普及 しているにもかかわら

ず,半数以上の農家は,コーヒー生産から＼の所得

だけでは,余剰の蓄積はもちろんのこと,生計維

持さえ困難であると思われる.

第二に下層農家においてはさらに食糧自給の困

難の問題がこれに加わる.第3表にみられるよう

に所有地規模0.5-1.2エーカーの層では所有地規

模が小さいにもかかわらずコーヒー生産を行なっ

ているために,食糧生産に残された土地の面積が

きわめて少なくなっている.一部の農家は借地す

ることによって食糧生産に必要な土地を補充して

いる.しかしそれにもかかわらず所有地規模の小

さな農家では食糧自給の達成が困難なことが第9

表から看取 しうる.0.5.-2.5エーカー層の半数

が主食 を農業生産だけでは自給できず,購入に

頼っているのである.下層農家は現金収入を求め

てコーヒー生産に参入したにもかかわらず,結果

的にはそれが′ト所有地という制約下で食糧生産を

圧迫 し,逆に農業経営の基盤を危 ういものにして

いるのである.

第9表 所有地規模と主食食糧晴入

1982年4月から10月までの間に,とうもろこし,
じゃがいも,豆類のいずれも自家消費用に購入した
ことのある農家の戸数

所有地規模 主食食塩購入農家数 全戸数
(ェーカー)
0.5.-1.2 11 18

1.3.～2.5 7 18

2.6-4.0 3 18

4,1-23.0 0 18

合 計 21 72

(注)とうもろこし,じゃがいも,豆類はこの地
域の主食であり,すべての農家がこれらの作
物を生産している.

3. コーヒー生産 と協同組合をめぐる小農 と国

家

主としてムランガ県カンダラ地方の事例にもと

づき,1960年代後半にコーヒー栽培面積規制と

協同組合改革をめぐって行なわれた小農の運動を

とりあげる.コーヒー生産管理問題 と協同組合改

革問題は密接に関連 していた.′ト農と国家との間

にあって協同組合は二面的性格を有 していた.一

方ではコーヒー生産農家協同組合は国家による小

農コーヒー生産の管理 ･統合のための末端機構と

なるはずであった.しかし,他方では協同組合が

農民の大衆的組織である以上一定の自律性をもち,

小農の利害を代弁し,要求を組織する場となるこ

とは避けられない.1960年代の半ばに政府がコ

ーヒー栽培面積の規制を試みたときにこの二面的

性格の問題が顕在化 したのである.

(1) コーヒー栽培面積規制問題

すでに述べたように国際コーヒー協定による生

産制限の影響でケニア政府は1964年にコーヒー

の新規作付を禁止 した.しかしムランガ県の小農

はこれを守らなかった.協同組合がコーヒーの苗

木畑 (nursery)をもっていたので組合員-の苗

木の販売が自由に行なえた.1964年から66年に

かけてムランガ県のコーヒー作付面積は最大 15

7To増加 したと推定されている?4) 1966167年に

なると政府は禁止を撤底するために新たな措置を

とった.コーヒー監督官 (coffeeinspector)の

設置とコーヒーの苗木畑を協同組合連合会 (co-

operativeUnion- 県単位でつくられる協同組

合の連合体 )に集中するというものである.コー

ヒー監督官は不法に作付けられたコーヒーの木を

引きぬく権限を与えられていた.今や小農コーヒ

ー生産者は規制をごまかすことが不可能になった

のみならず,すでに不法に植付けたコーヒーを引

きぬかれる可能性にも直面 した.ここに至ってム

ランガの小農コーヒー生産者は協同組合を拠点に

政府のコーヒー栽培面積規制策に反対する運動を

開始 した.カンダラ地方の協同組合はこの運動の

中心であった.運動の指導的部分は小農の上層で

あったが彼 らは小農の他の階層の広汎な支持をえ

ていた.25)小農の上層にとってコーヒー栽培面積
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の制限は蓄積の機会の阻害と映ったし,未だコー

ヒーを栽培していなかった小農の下層はコーヒー

生産-の参入の機会が失われることを恐れた.作

付制限に対 しては小農の各層の基本的利害は一致

していた.彼らはコーヒー生産の調整はエステー

トのコーヒー面積の削除によって行なうべきだと

し,小農に対する作付制限はアフリカ人に対する

差別だと主辞 した.26)協同組合を中心にした小農

の反対運動は強力で,KANUの有力政治家をま

きこみ,最終的には当時のケニヤッタ大統領に直

接直訴 した.その結果 1967年 5月に大統領の直

接の裁断でコーヒーの引き抜きは停止され,また,

コーヒー監督官の視察も停止された.27) こうして

小農コーヒー生産者は協同組合を拠点とする政治

運動によってコーヒー栽培面積規制を実質的に無

効にすることに成功 した.しかしほぼ同時期に栽

培規制問題 と関連 して起こった協同組合改革問題

においては小農 (あるいは少なくともその一部 )

は勝利をおさめることができなかったのである.

(2) 協同組合改革問題

小農によるコーヒー生産が開始されたばかりで

生産者の少なかった1950年代には小農のコーヒ

ー生産 と協同組合は厳格に管理されていた.しか

し60年代初頭に小鼻コーヒー生産者が急激に増

加 したために政府はこれを掌握 しきれなくなった.

その結果コーヒーの質の低下,協同組合の乱脈経

営が問題になり始めた.おりからコーヒー協定に

よる生産量制限の下でコーヒー輸出額を増加させ

るためには高い品質を達成 して高価格を実現する

必要があった.政府は協同組合に対する管理を強

化することによってコーヒー生産と流通に対する

管理の強化をねらった.これが1966年の協同組

合改革の背景である.政府の協同組合政策の変化

は ｢拡大から統合-｣"Consolidation rather

thanexpansion"という表現に集約される.19

66年政府は新 しい協同組合法 (C0-Operative

SocietiesAct)を通過させた.その改正の中心

は以下の点にある. 第一に協同組合開発長官

(CommissionerforCo･operativeDevelop-

ment)を置き,協同組合に対する広汎な権限を

付与した.それは協同組合の執行部(Committee)

の解散,新執行部の任命,協同組合の合併,協同

組合連合会の強制的結成等を含んでいた.協同組

合連合会の結成を強制 したのは,従来各協同組合

が持っていた権限のいくつかを連合会に集中し,

あわせて連合会を通 じて各協同組合を管理せんと

したからであった.第二にすべての県に県協同組

合担当官 (DistrictCooperativeOfficer)を置

き,各協同組合の会計の監査を含む監督,管理を

行なわせた.28)ここに協同組合の政府管理からの

独立は失なわれた.

カンダラ地方ではこの改革は協同組合の執行部

を握っていた小農の上層に特に経済的打撃を与え

るものであった.というのは協同組合経営は彼ら

にいくつかの利得の機会を与えていたからである.

それは組合資金の流用,化学肥料,機械等の購入

に伴 う業者からのリベー ト受取 り,執行部-の不

正融資などの形をとっていた.29)協同組合改革に

よってこのような利得を得ることは不可能になっ

た.カンダラ地方の小島上層部は改革に反対する

運動を展開したが,これはコーヒー栽培面積規制

問題 と異なり,彼らは勝利することができなかっ

た.

こうしてコーヒー栽培面積規制問題 と協同組合

改革問題をめぐる国家との闘争において′ト農は前

者では勝利 し,後者では敗北したのであった.で

はこの結果は小農の諸階層にとってどのような意

義を有 していたか.コーヒー栽培規制問題の結果

は小農のあらゆる層にコーヒー栽培拡大を可能に

したという意味では等しく利益をもたらしたとい

える.しかし,1960年代半ばの時点で未だコー

ヒーを所有 していなかった中層,下層の小農にと

っ､てはそれがコーヒー生産-の新規参入を可能に

したという意味で特に重要であった.これに対 し

て小農の上層にとっては結果的にはそれは彼らに

よるコーヒー生産の独占の崩壊を意味したもので

ある(第 4表参照 ).協同組合改革は協同組合に

対する国家の管理を強化 したが,それは特に協同

組合経営から私利を得ていた小農の上層にとって

打撃であった.これに対 して一般組合員である中

層 ･下層の小農は,協同組合経営の健全化,効率

化によってむしろ利益を得たであろう.
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(3) 協同組合からの独立

小農の上層は協同組合改革によって打撃を受け

たが,その後 1970年代の初めに小農コーヒー生

産者の協同組合-の加入が強制的でなくなった.

このために小農コーヒー生産者の上層はコーヒー

の第一次加工工場をもち,直接にK.P.C,Uに出

荷することが可能になったのである.自ら加工工

場をもつためには建設資金と一定以上のコーヒー

収穫量が必要である.したがって協同組合から独

立 しうるのは資金と土地に余裕のある最上層の小

農だけであろう.筆者の調査 したンガラリア ･ナ

一口地区にはこのような農家が5戸存在した.そ

のうちの1戸K.G.氏の場合,所有地面積は55エ

ーカー,そのうちコーヒー30エーカー,乳牛30頭

を所有する.ポンプで川から水を汲み上げ,小さ

な貯水池をつくって礎板を行ない,イチゴ(5エ

ーカー ), トマ トを栽培 している.イチゴを中心

とした生産物は自ら所有する2台の トラックでナ

イロビ-出荷する.常雇,日雇を含め平均して30人

を雇用 して農作業を行なっている.これは完全な

資本家的経営である.

A.KTDA と小鳥の茶生産

1.小鳥茶生産の発展とKTDA

(1) 小農茶生産の発展

1950年代に入ってから開始された′ト農の茶生

産はその後第10表にみられるように急速に発展 し

た.

第 10表 ケニアの茶生産の発展

年 度 エステート茶作付面積 KTDA 登録 茶 生産作付面積 栽浜農家数 1戸当たり
作付面積(1,000ha) (1,000ha) ロ(1,000

戸) (ha)1962/63 17.9 3.

4 18.3 0.191965/66 20.

1 6.5 29.7 0.221968/69

21.8 13.4 42.6 0.311971/72 23.3 26.2 66.9 0,39

1974/75 24.3 37.2 97.3

0.381977/78 24,7 46.9 1

22.3 0.381980/81 n.a. 53.6 137.8

0.39(出所)EnamicSurvey各

年,N.Swainson,1980.小農の茶生産を管理する機

関として, 1960年に特殊作物開発公団 (SpecialCr

opsDevelop一mentAuthority)が設立され,19

64年ケニア茶開発公団 (KenyaTea
DevelopmentAuthority-

KTDA)と名称を変えて現在に至っている.sCD

AとKTDAの下で5次にわたる小農茶生産開発計画

が実施されてきた.30)計画に必要な資金は世銀の国際開発協会 (

IDA ),イギリスの英連邦開発公社 (Commonwea

lth DevelopmentCorporation-CDC,その前身

は植民地開発公社 ColonialDevel

opmentCorporation),および西

ドイツ政府の融資によってまかなわれた.第3次計画終了までにCDC,IDA,西 ドイツ政府 は合

計910万米 ドルを融資した.また

第4次計画にはCDCが700万ポンド･スター リ

ングを融資Lだ .31)¢) KTD

AKTDA は以下のように′ト農の茶生産に関

連するほとんどあらゆる業務を行なってい

る.① 小農茶生産計画の全般的策定.どの地

域をいつ小農茶生産地域とするかを計画する.

㊥ 小農に対する茶栽培免許の発行.旧ホワイ

ト･ハイランド(植民地時代に白人入植のために

独占されていた地域 )以外の地域ではKTDAの
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に入ることになる.

⑨ 小農の茶栽培の指導.この点は後で詳 しく

取 り上げる.

④ 茶の苗木の生産 ･販売.KTDAは苗木畑

を持ち,優良な品種の苗木を小鼻に販売する.

㊥ 小農の生産する茶の購入,集荷. KTDA

は1983年現在大体茶栽培農家 170戸に 1つの割

合で集荷所を設置 して小農の収穫 した茶を買い上

げている.32)集荷所では葉の品質検査を行なった

うえ,計量して記録する.集荷所に集められた茶

はKTDAの茶輸送専用 トラックで製茶工場-棉

送される.高品質の茶の製造のためには収穫後で

きるだけ早く加工することが必要とされるので迅

速な集荷 ･輸送体制が確立されている.トラック

による輸送を容易にするために茶道路(tearoad)

の整備が行なわれている.

⑥ 製茶工場の建設 ･経営.個々の製茶工場は

KTDAとは別個の法人となっている.当初は外

資系の茶エステー ト所有企業が小農用の製茶工場

に出資あるいはその代理を行なっていた.しかし,

しだいにKTDAが経営権を接収し,またKTD

Aの子会社の形態で新しい製茶工場を建設したの

で,現在では小農用の製茶工場のほとんどがKT

DAの経営するところとなっている.1983年現

在KTDAの経営する製茶工場は33, そのうち

19工場はKTDAが 100%出資の子会社である.

KTDAはさらに6工場を建設中である.33)

⑦ 製茶の販売,輸出.KTDAの茶は約889To

が輸出される.輸出向けの茶はロンドンとモンバ

サの競売で売られる.国内向けの茶は KTDAの

子会社であるKenyaTeaPackersLtd.を通 じ

て販売される.同社は1977年に創立され,それ

まで国内の茶の流通を独占していたBrookeBond

社の流通部門を接収し,これに代る独占体となっ

た.34)

以上のようにKTDAは,茶生産計画の策定,

免許発行,苗木販売によって小農茶生産者数,作

付面積をコントロールし,茶栽培の指導によって

小鼻の茶生産過程に介入し,小農の生産する茶の

独占的購入,加工,販売者として生産者価格に大

きな支配力をもつ.

(3) KTDAの茶栽培指導システム

ここで,KTDAの茶栽培指導の特徴とそれ

が小農の階層分化に与える影響をのべておく.茶

栽培を指導 ･監督する組織の構成は次のようにな

っている. トップは2名のSoniorTeaOfficer

でその下に各県 1人の割合でTeaOfficerが配置

される.その下に実際の普及 ･指導にあたるAg-

riculturalAssistant(AA)とJuniorAgri-

culturalAssistant(JAA)が置かれている.A

AとJAAの比率は1対4である.35)

新たに茶を栽培する者は新規生産者訓練として,

農民訓練センター(FarmersTrainingCenter)

において,または農地でAAから訓練を受けねば

ならない.FTCにおける訓練は1週間行なわれ

る.農地における訓練の場合はAAが1回1時間

から1時間半の説明を18回行なう.36) 茶栽培を

始めて1年の間は毎月AAかJAAが農家を訪問

する.その後は年に5回の割合で訪問する.指導

には報告カー ドシステムがとられている.AAや

JAAは農家を訪問 した際に,その茶栽培の水準

を7-11項目にわたって点数で評価づけして各農家

ごとの報告カー ドに記入し,TeaOfficerを経由

してKTDAの本部に報告する.このような形で

KTDAは個々の農家の茶栽培の状態を掌握する

のである.37)

小農茶生産者に対するKTDAの普及指導は密

度が濃く,厳格である点が特徴として指摘 しうる.

それは次の三点によって保証されている.第 1に

KTDAの ｢指導｣には法的権威による裏付けが

ある.茶耕作令TeaCultivationOrderは茶の

栽培と収穫に関して生産者の義務を詳細に規定し

ており,生産者がそ町 こ従わない場合は KTDA

はこれを告訴しうる.38)第 2に小農茶生産者 1人

当たりの指導員数が多い.AAとJAAは茶栽培

農家 100-200戸に1人の割合で配置され,これ

はケニア全体の農業普及指導員/農家比率1対500

と比べて著しく多いチ9)第 3にKTDAは報告カ

ー ド･システムとともに出荷 ･支払い等の記録に

よって茶生産者の状況を個別的に掌握しうる.個

々の生産者について,KTDAが供給 した茶の苗

木の数,その際の金額,KTDAの行なった融資
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鶴,毎月の出荷量,その金額が KTDA本部のコ

ンピューターに記録されている.この記録と報告

カードを組み合わせることによってKTDAは個

々の生産者の詳細な情報を得ることができる.

このようなKTDAの ｢集約的｣普及指導シス

テムは小農茶生産者の階層分化に対して次のよう

な意義を有している.第 1にすべての茶生産者に

同様の栽培技術,方法の採用を半ば強制するため

に生産農家間の技術水準の格差が小さくなる.第

2に普及指導の密度が高いために,通常の普及指

導でしばしば問題とされる一部農民のみの優遇が

おこりにくい.すなわち,KTDAの指導システ

ムは茶生産に関して農家間の生産力格差を′トさく

とどめる傾向を有 しているといえよう.

(4) KTDAにおける生産者参加制度

KTDAは小農茶生産者に対 して管理者,購入

独占体としてきわめて強い立場にある.しかし同

時にKTDAは生産農家の意見が経営に反映され

るような参加制度を有している,第1に地方と県

に茶委員会 (TeaCommittee)が州に茶ボー ド

(ProvincialTeaBoard)が設置されて,生産

者の意見,要求をくみあげるようになっている.

茶委員会,ボードには農業省,KTDA,製茶工

場の側も委負を出すが,生産者代表委員が多数を

占める.茶委員会は生産者の意見,要求の主張の

場であるが,同時にKTDAや農業省が政策を生

産者に伝える場としても機能しているチo)第2に

KTDAの取締役会 (BoardofDirectors)に生

産者が参加 している.取締役 14人のうち半数の

7人は生産者代表である.41) 第 3に生産者は当該

製茶工場 (会社 )の株式を保有できる.現在23の

製茶工場 (会社 )について,茶生産者に株式が公

開されている.

2.茶生産拡大政策と生産者価格をめぐるKT

DAと小農

(1) 茶生産拡大政策をめぐるKTDAと小農.

栽培面積,苗木供給の方法に関して KTDAの政

策には時期的にいくつかの変化がみられる.1960

-63年の第 1次計画時にはKTDAの茶生産拡大

政策は上層農家を主たる対象としつつも,広汎な

小農が計画に参加できるように苗木購入のための

融資制度がつくられていた.苗木 1本当たりの価

格30セントのうち24セントまではKTDAが融

資した.その上苗木の最低購入本数は500本と低

く押さえられていた.42)茶の作付は1エーカー当

たり3,000-3,500本が標準であるから,約 0.2

エーカーの土地と30シリングの現金があれば,小

魚は茶生産に参入できたわけである.

ところが,計画参加者が予想以上で, しかもそ

の多数が融資制度をフルに利用 したので,KTD

Aの財政を圧迫する恐れが生 じた.また1戸当た

り1エーカー(OAha.)が茶栽培の最適規模と

されたが,多くの′ト農が1エーカー未満の作付し

かしなかった.そこで KTDAは第 2次 ･第3次計

画 (1964-73年 )においては拡大政策の方針を

変えて,新規参入を制限すると共に,既生産者の

栽培面積を1エーカーにひきあげることにした.

新規参入を制限するために当初必要コストの引き

上げがはかられた.すなわち当初最低購入本数が

増加されると共に1本当たりの融資枠が引き下げ

られた.当初必要コストは数次にわたって引き上

げられ,1971/72年には264シ･)ングに達した.43)

この方針転換のために,1963年から72年にかけ

て小農の茶作付面積が7.7倍に増加したにもかか

わらず,栽培農家数は3.7倍にしかならなかった

(第 10表参照 ).このように1964-73年にはK

TDAの政策は,土地や資金の少ない下層小農に

不利な方向に移動した.

KTDAの政策は第4次計画 (1973-78年)で

再び変化する.1973年にKTDAは苗木購入の

ための融資制度を復活させ,すべての新規生産者

に対して苗木購入費用の85%を融資することに

した.44)この転換の背景として次の2点を指摘 し

うる,第 1に60年代末に開発されたVP法(ve-

getativepropagation)によって苗木の低コスト,

大量供給が可能になった.45)第2に,第3次計画

終了の時点で1戸当たり茶栽培面積の平均が最適

規模の1エーカー(0.4ha.)にほぼ到達 したため

である.第4次計画以降平均面積はずっと1エー

カー弱に維持されている.実は平均面積を1エー

カーにするという観点からすれば,KTDAの政

策は第 2,3次計画でも第4次計画でも一貫してい
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る.平均面積が1エーカーに満たなかった第 2,3

次計画時には,新規参入制限,既生産者の生産拡

大優遇によって,平均面積の増加をはかり,一度

最適規模が達成されると新規参入制限を緩和 した

のである.

では,KTDAの茶生産拡大政策に小農の各階

層はどのように対応 したか,その主要 な対応は

｢不法 (ヤミ)栽培｣であった.旧ホワイト-､

イランド以外の地域では茶生産者はKTDAの免

許を受けKTDAの管理下に入ることが法的に義

務づけられている.ところが小鳥はいくつかの方

法で茶の不法栽培を行なった. 1960-63年には

不法栽培の中心は小農の上層であった.彼らは正

常な手続きで可能であるよりも急速に茶栽培を拡

大することを望んだ.また彼らは他の農民の反感

を買うのを恐れて,公然と大量の苗木を買うのを

避けた.そこで彼らは友人や親族に依頼 してKT

DAの茶生産者になってもらい,実際には自分た

ちが苗木を入手した.46)

1963年以降当初必要コストの引き上げに対応

して,不法栽培は小農の中層や下層にも広がった.

たとえばいくつかの農家グループをつくり,当初

必要経費をだしあって苗木を購入 した.このよう

な形で貧しい小農でも増加 した当初必要コストの

負担を軽減することができた.また新規生産者に

比べて既生産者は苗木を購入 しやすかったので,

既生産者が茶作付面積を増加させるという形で苗

木を購入し,実際にはそれを新規生産者に転売す

るという方法もとられた.47)1963年以降KTDA

の政策が,新規生産者,特に小農の下層に不利な

方向に転換されたとき,彼らは親族関係等の社会

的ネット･ワークを利用 して不法栽培を行ない,

それによってKTDAの政策を骨抜きにしたので

あった.不法栽培がどの程度行なわれたかを確定

することは問題の性質上不可能である.しかし次

の例はそれがかなり広汎であったことを示唆 して

いる.主要な茶生産地帯のひとつであるキシイ県

では,1970年に不法栽培者が2,000人いたとい

われる.これは1969年までの同県の KTDA茶

生産者数の20%に相当した.48)

1960年代の後半になると不法栽培の中心は小

農の下層に移行 した.小農の上層は不法栽培に訴

える必要性が減少 した.というのは1966年にK

TDAが茶の苗木の購入に関する小農の上層の要

求を満たすために ｢生産者自弁作付計画｣(Gro-

wer-FinancedPlantingProgramme)を開始

したからである.これはTeaOfficerの許可を受

けるという条件の下に,小農がKTDA以外の民

間会社 (茶エステー ト)から茶の苗木を購入する

ことを認めたものである.この計画は上層茶生産

者が茶委員会を通 じて圧力を加えた結果実現され

たのである.彼らは ｢KTDAは富裕な生産者が

自らの資金を使って茶栽培をより急速に拡大しよ

うとするのを妨げている｣という批判をしていた.49)

小農の上層が自弁作付計画を実現 したのに対し,

小農の下層は不法栽培に頼ると共に,政治家を動

かして苗木の供給を確保するという手段もとった.

たとえばムランガ県のカンゲマ (Kangema)地方

では1968年から70年にかけて当地選出の国会議

員ムワンギ ･ワンジャギ(R.MwangiWanjagi)

が茶エステー トから茶の苗木約 100万本 (300エ

ーカー相当 )を私的に購入し,これを約700人の

小農に売った.同様のことはキシイ県やメル県で

も行なわれた.50)

こうして1960年代 を通 じて小農の各階層の公

然あるいは隠然たる抵抗によって,KTDAの小

農茶生産管理は部分的に相当形骸化 したのであっ

た.KTDAは小農茶生産者数と栽培面積 を正確

に掌握することはできなくなったヲ1)

(2)生産者価格をめぐるKTDAと小農.1960

年代後半から70年代半ばにかけて茶の生産者価

格は低かった.1966/67年にはKTDA の手数

料 (cess)52)が緑葉 1kg当たり37.5セントに対

し,生産者-の純支払い額 (粗支払い額から手数

料を差 し引いた残余 )は83.5セントにすぎなかっ

た.53)1967年のスターリング･ポンドの切 り下げ

の影響で茶の輸出価格が下がると,その低下分は

生産者価格の切 り下げに直結 した.加工コストや

KTDAの経営コストを削減する試みはなされな

かった.54)第11表に示したように,1967/68年

には製茶価格に占める生産者の受取分は31%に

すぎなかった.1972年に,KTDAの手数料がキ
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第 11表 茶の価格構成 (単位:製茶1kg当たりシリング,カッコ内はro)

1967/68年 1978/79年 1980/81年 1982/

83年生産者受取分 2.48 (31) 9.00 (72) 9.35 (59) 14.

45 (66.5)KTD冬手数料 1.68 (21) 1.40 (ll) 1.32 (
8) 1.35 (6.2)加工.輸送.販売費 3.83 (48) 2.05 (17) 5.

16 (33) 5.94 (27.3)合 計 7.99 (100) 12.45 (100)

15.83 (100) 21.74(100.0)(出所)Blume,1971,p.103;Buch-Hansen,1980a,p.43;KTDA,1983より計算

.口当たり33セントに引き下げられたが,生産

者-の純支払い

額はキロ当たり60セント台に低迷 していた.5

5)生産者価格の低迷にもかかわらず,上述 し

たようにこの時期にも茶生産に参入しようとする

小農の数は KTDAが対応しきれないほど多かっ

た.これはこのような低価格でも小農にとって他

の作物を生産する

場合よりも高い収入をもたらしたからである.5

6)しかし生産者価格の低迷が長びいてくるとKT

DAに対する批判が起こった.1974年にKT

DAの第 4次計画に対するCDCの融資を国会が

審議した際,一部の東員からKTDAに対する批判がだされた.J.セロネイ(J.Seroney)議貞は

,坐産者が茶産業の運営をより広 く管理できるよ

うにKTDAの活動を分権化することを要求 した.マーティン･シクク(MartinShikuku)議員

はKTDAが ｢外国の搾取者｣ と同盟 しているこ

とを攻撃 し,両者の同盟は ｢ケニアの茶生産者の血と

汗を吸いとっている｣と非難 した.57)このよう

な批判に対してKTDAは72年に続いて再び手数

料をキロ当たり33セントから31セント-と引

き下げた.また第 4次計画書において今後 10年以内に手数料を23セン トまで下げることを表明した.58

)しかし1977年にはついに茶生産者の中から酪

農など-転換 しようとする動きが現われ始めた.1977年9月にメル県のある茶生産者はDailyNatio

n秩-の投書で次のように訴えた. ｢もし政府

が介入して,生産者価格の大幅な引き上げ(手数

料差し引き後キロ当たり2シリング以上に)をK

TDAに強制 しないならば,私は,そして恐らく

他の多くの農民はメルの農民たちが示 した良き例にな らうだろう.私の3エーカーの茶は次回の乾

期で終 しまいになり,私はジャガイモや野菜や牛の

ようなもっと儲かるものに転換するだろう.｣5

9)KTDAを救ったのは世界市場における茶

の価格の急騰であった.この投書が載ってから約

1か月後に支払われた茶の生産者価格 (純支払い )は

キロ当たり3.11シリングと前年の2.4倍には

ね上がった.その後も世界市場価格の高水準に支えられて,純支払い額は2.02シリングから3.33シリン

グという比較的高い水準を維持 している.60)製

茶価格に占める生産者受取分も近年は60-70%で

60年代後半に比 して著しく改善された(第11表

).こうして生産者価格をめぐる小農 とKTDA

の決定的対立は世界市場価格の急騰という外的条件

の変化によって回避されてしまった.KTDA

は分権化されることなく,生産者価格の決定者と

して君臨し続けることができた.手数料を23セ

ントまで下げるという表明にもかかわらず,手数料

は31セントに

なって以後一度も引き下げられず現在に至っている

.3. ケ

リチョ県とムランガ県における′ト農の階層

分化(1) ケリチョ県ブレット地方の事例.ここでは1978/7

9年 にBuch-Hansenがケリチョ(Kerトcho)県ブレッド(Buret)地方で行なった調査6

1)に依拠 して小農茶生産者の階層分化を検討す

る.ただし調査の方法上次の点に留意すべきであ

る.第 1に榎本枠が KTDAの茶生産者であるか

ら,茶生産農家以外の小農は調査に含まれていな

い.第 2に栽培面積等の数値は KTDAの記録に

よっているが,前節で説明したようにそれは実勢とは
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地域はケニアの小農地域の中では例外的に広い肥

沃な土地に恵まれている所である.

サンプルはプレット地方の KTDA茶生産者の

うち1962年から72年にかけて茶栽培を開始 した

2,000戸の中から109To無作為抽出 したものであ

る.第 1図は茶栽培面積の分布を示したものであ

る.栽培面積の平均は 0.55ha.,メデ ィアンは

0.45ha.である.最高でも1.93ha.で,サンプル

の42.570はKTDAの定めた最適規模 O.4ha.に

達 していない.サンプル農家の所有地面積が平均

14ha.程度と推定されるので所有地の5770以下し

か茶栽培に使われていないことになる.63)ただし

KTDAの記録上単位面積当たり収量が平均の4

-5倍と異常に高いサンプル農家がいくつかあり,

これらの農家の実際の茶栽培面積は KTDAに登

録されているものより大きいのではないかと推測

される.64)しかしそのような不法栽培を含めたと

.′
26

詮

が

糾

加

しても茶栽培面積の比率は概 して低いと思われる.

第 写図は茶生産からの年平均収入を示 したもの

である.一戸当たりの平均は4,235シ[)ング,メ

ディアンは約 3,000シリングである.茶収入の分

布はかなり不均等で,年収 6,000シリング未満の

大多数の農家 (サンプルの78.59To)と年収 6,000

シリング以上の少数の農家とに分かれている.ま

た年収 1,000シリング未満のいわば限界生産者が

全体の25%もいる.不均等な分布を反映 して,

サンプル下位 50%の生産者はサンプルの総収入

の1370を受けとっているにすぎない.他方,上

位 10%の生産者は総収入の約 3分の1を受けと

っている.65) この調査から判断する限 り,ブレッ

ト茶生産農家は茶生産から多大の収入を得ている

ごく少数の農家と比較的小規模の茶生産を行なっ

ている大多数の農家とに二分されている.

この調査ではサンプルの中から茶収入を基準に

tゝ
sh,U ミ ミ 監 言

面積 (ヘアアール)

芯 芸 こ

(出所)Buck-Hansen,1980a,p.27.

第1図 KTDA登録の茶栽培面積の分布
(ケリチョ県プレット地方)

:ヽ b
CQ C>
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(出所 )Buch-Hansen,1980

a,p.31‥第2図 ケリチョ県プレット地方における小鼻の茶収入の分布

(1972-79年平均 )して24戸の生

産者を層化抽出 し,インタビューしている.この24戸

のうちほぼ全面的に賃労働を利用 して茶生産を行な

っている6戸が ｢潜在的な資本家的農民｣として

分析 されている.彼 らの1972-79年の年平

均茶収入はすべて5,000シリング以上である

.また茶収入以外の現金収入も含めた1978年

の総収入は2万 3,000シリングから7万シリン

グに達する.第 12表はその内訳を示 したもので

ある.茶収入が現金収入全体の6割近 くを占めて

最 も重要である.しかし同時に兼業を行なっている

世帯にとっては,兼業収入もかな りの割合 を占める.茶以外の農産物 (畜産物 )販売か

らも収入があるが,これは上層農家の特徴であり

,下層の茶生産農家の場合には茶収入-の依存度が

もっと高いという.またこの6戸は生

産手段 も集積 しつつある,6戸のうち5戸は茶栽培開始後に 第 1

2表 ブレット地方の茶生産兵家上層
6戸の年間現金収入(197 8年)

単位 :000シリング農業収入茶収入牛乳 ･蓄産物

販売収入とうもろこし販売収入兼業収入商店経営 (3戸 ) 野卑50･･t22̀48435

1860379531

≡:喜3(' …:…芸,'6.Ou)( 2.37o)蒜夕呈経
営

‡三言 ;㊨ 48.0 (18.2界)そ の 他
地代収入 4.2 ( 1.6%

)合 計 264.5 (1
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ていることから,この6戸が資本家的農業経営を

指向していることは明らかである.同時に茶生産

以外の商業的農業,農外事業といった形で経営を

多角化 し,茶生産-の依存を減らそうとする傾向

がみられるのも特徴的である.

(2) ムランガ県マレイラ地区の事例.ここでは

筆者が 1982年にムランガ県マレイラ地区で行な

った調査 をもとに茶生産地帯の小農の階層分化

の事例を述べる.調査方法は次の点でBuch-Han-

senり調査と異なっている.第 1に標本枠は土地

登記台帳である.第 2にデータはインタビュー調

査によるもので,KTDAの記録によるものでは

ない.

第 13表はサンプル農家の土地利用を示したも

のである.すべてのサンプル農家が茶を生産 して

いる.所有地規模の小さい層ほど所有地面積に占

第 13表 ムランガ県マレイラ地区の小農の土地利用 (1982年)
単位:エーカー

平均所有 とうもろこし 豆類,放牧地 1981/82年
所有地規模 戸数 地 面 横 茶 じゃがいも

0.75-3.1 10 2.2 0.7 0.5

3.3-6.4 12 4.5 1.2 1.1

6.8.-50.8 10 18.1 2,6 1.9

全 体 32 8.2 1.5 1.2

牧草地 森林 茶収穫量
(kg)

0,1 - 1,172①

0.5 0.2 1,554㊥

3.4 4.3 4,200◎

1.3 1.4 2,260

(注 ) ① 9戸の平均 ④ 10戸の平均 ㊥ 9戸の平均.

める茶面積の比率が高くなる.食糧作物について

も同様であり,全般的に所有地規模の大きい層は

土地利用が粗放的だといえる.しかし別の見方を

すると,下層の農家では相対的に茶生産 と食糧作

物生産-の依存度が高く,特に現金収入の面では

茶生産にほぼ全面的に依存 している.これに対し

て上層農家では乳牛飼育,林業 (木材 ･炭,ワッ

トル樹皮66)の販売 )を行なって農業経営を多角

化 している.

茶栽培についてみると,茶作付面積は 1エーカ

ー前後が最も多く, 32戸中23戸は0.5エーカー

以上 2エーカー以下の範囲に入る.1981/82年の

収穫量でみても32戸中14戸は1,000kg以上3,000

kg以下の範囲に入る.これは純収入に換算すると

2,500-7,500シリングである.67)

ここで茶生産からの純益を試算 してみる.苗木

の植付け後 4年目以降の茶は収穫労働以外の労働

をあまり必要としない.収穫以外では3年に1度

の刈 り込み,2-3年に1度の除草でよい.肥料

は毎年 1度窒素, リン,カリの複合肥料を1エー

ヵ一当たり100kg-200kg施肥する.68) 1982年

にマレイラでは,収樺労賃は1kg当たり50セント

1981/82年
茶:純益推計

(シリンダ)

2,040①

2,580㊨

7,280④

が相場で,肥料価格は1袋(50kg)当たり約 160

シリングであった.第 12表に示 した茶生産の純益

紘,収穫労働をすべて賃労働で行ない, 1エーカ

ー当たり150kg施肥すると仮定 して推計したもの

である.中層 ･下層の農家の純益は2,000.-3,000

シリング程度であり,これでは食費,衣料費等の

生活手段の購入にほとんど費されてしまうのであ

ろう.ただ中 ･下層の農家では収穫労働の全部を

賃労働で行なうことは少ないし,施肥も必ずしも

KTDAの勧告どうりには行なわれていないから,

実際の純益はこの推計値よりも若干高いと思われ

る.しかし,それでもこれらの層の農家には生産

的に投資しうるだけの余剰は茶生産によってもた

らされる可能性は小さいとみてよいだろう.他方,

上層の農家の場合は,茶生産の純益は7,000シリ

ング以上である.この他に牧畜,林業からの収入

もあるので農業経営全体としてみればある程度の

余剰が残ると思われる.

Ⅳ.ムミアス製糖会社と小農の甘煮生産

1, ムミアス砂糖プロジェクト

ムミアス製糖会社 (MumiasSugarCompany
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- MSC)はケニアの全砂糖生産量の477Toを生

産するケニア最大の製糖会社である.69)1970年代

にムミアス砂糖プロジェク トが実施された背景に

は,ケニア政府が国民の重要な消費物質である砂

糖の国内自給体制を確立 しようとしていたことが

あげられる.MSCが操業を開始 した1973年以前

には砂糖生産は国内消費にはるかに及ばなかった.

しかも砂糖需要は年率約 7.5970で増加していた.70)

ムミアス砂糖プロジェクトの成功によってケニア

は1979年に砂糖の国内自給を達成 しえたのであ

る.

ムミアス砂糖プロジェクトの展開された場所は

ウエスタン州カカメガ(Kakamega)県のムミア

ス地方である.プロジェクトの計画と実施にはイ

ギリスの援助,ケニア政府,多国籍アグリビジネ

スの三者が協力 した.プロジェク トの総資本コス

ト750万ポン ド･スター リングのうち290万ポン

ド･スターリングがイギリスの援助として低利で

融資された.71) ヶニア政府はイギリスの多国籍ア

グリビジネスであるブッカー ･マッコネル Boo-

kerMcConellグループにプロジェクト遂行を依

頼 した.1971年にMSCが設立され, 1973年に

工場が操業を開始 した.MSCは形式上は民間会

社であるが株式の70.76%はケニア政府が所有 し

ている.ブッカー･マッコネル社は株の4.42970を

所有するのみである.72)ヶニア政府が同社に相当

額の出資を要請 したにもかかわらず,同社はそれ

には消極的で子会社による工場建設の請負 と経営

代理だけを望んだのであった.73)工場と中核エス

テー トに必要な土地はケニア政府が土地所有者か

ら買い上げ,これをMSCに貸貸 した.

ムミアス ･プロジェクトにおける甘煮 ･砂糖生

産組織は,製糖工場,中核エステー ト,外部生産

農家という三部分からなる.中核エステート(nu-

cleusestate)とはMSC直営の甘煮大農場であ

る.外部生産農家 (outgrower)はMSCと契約

を結んで甘煮を生産する契約栽培農家である.中

核エステー トと外部生産農家による甘煮栽培面積

の推移を第14表に示 した.1983年現在,甘煮の

87.5%が外部生産農家によって供給されている.74)

ムミアス ･プロジェク トの経済的 ･政治的成功の

第14表 ムミアス･プロジェクトにおける甘煮生産

年 度

甘煮栽培面積(ha.)

f完監 墓誌 卜

外部生産農家戸数

外部生産農家1戸当た
り甘煮栽培面積(ha.)

1974 1979 1983

8,800 18,700 33,607

3,200 3,300 3,251

5,600 15,400 30,356

3,500 13,113 26,016

1.6 1.2 1.2

(出所)Holtham &Hazlewood,1976,p.145;
MSC,1984,p.15.

主たる要因は外部生産農家方式を採用 したことに

あるといわれる.75)ムミアス ･プロジェクトにお

いて甘煮生産 を多数の小農に行なわせることはケ

ニア政府の明確な政策であった.プロジェクト開

始以前にみるべき換金作物生産のなかったこの地

域の多数の小農の生活水準を向上させるという政

治的 ･社会的目標を達成するためにはノト農に甘煮

生産の機会を与えることが望ましいと考えられた

のである.また多数の小農を土地から追い払って

大農場 を建設すれば政治的 ･社会的に大きな問題

をひきおこしたであろう.しかし他方で,多数の

小農に甘煮の供給を依存することは,甘煮の安定

的供給,その品質等の観点からして製糖工場の経

済的操業に支障をきたす恐れがあった.また多く

の小農は化学肥料を購入する資金や トラクターな

どの生産手段をもってし_1なかった.かかる問題を

解決するために外部生産農家方式 という契約栽培

制度が採用されたのであった.この外部生産農家

方式を具体的にみてみよう.

まず外部生産農家になるためには,次の6条件

を満たしていなければならない.①土地が製糖工

場から半径 8マイル (現在は拡大されて14マイル)

以内にあること.㊥その土地の所有者として登記

されていること.④土壌が優良たること.④MS

Cの トラクターが入れる場所にあること.⑥最低

3エーカー (1.2ha)を甘煮畑 とし,同時に少 く

とも2.5エーカー (l九a)を食糧作物や牧草用の

土地 として残 しておけること.⑥近隣の土地所有

者と共に最低 15エーカー (6ha)のブロックを甘

煮栽培に供与できること.76)

応募 した小農が以上の条件を満たしていれば,
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外部生産農家としてMSCと契約を結ぶ.契約に

は外部生産農家となる諸条件とMSC側が行なう

サービスのコストが明記される.MSC側は契約

に従って生産された甘鳶のすべてを買い上げ,輿

約に明記されたサービスを行なうことを義務づけ

られる.外部生産農家は指示された耕作規定に従

い,指示された時期に植え付け,決められた品種

を栽培 し,栽培技術の水準を維持し,生産 した甘

奈をMSCに売ることを義務づけられる.77)MS

Cは以上の契約にもとづく耕作規定によって外部

生産農家の甘煮生産を規制する他,種子 (seed-

cane),肥料等の投入財を独占的に供給 し,MS

Cの農業指導員を使って生産の監督にあたらせ,

さらにhiscの機械を用いて生産過短の一部を直

接に担当する.

耕起,整地,畝立てはMSCの耕作部 (cultiva-

tionunit)がトラクター等の機械で行なう.次に

MSCが病虫害のない種子と肥料を農家に前貸し

する.農家は植付け,施肥,除草を行なう.農家

が規定の除草等の作業を怠った場合にはMSCが

労働者隊を送って作業を代行する.収穫と輸送は

すべてMSCが行なう.農家の甘煮生産はMSC

の農業指導員が指導 ･監督する.以上の財とサー

ビスの供与は外部生産農家-の前貸しとして行な

ゎれ,甘簾代金から差し引かれる.78)

このようにムミアスの外部生産農家方式では,

MSCが生産手段の供給,生産物の独占的購入 ･

加工,耕作規定による作業の規制,指導員による

監督 ･指導,甘煮生産過程の一部担当という形で,

外部生産農家の生産と交換の諸条件を規制 してい

る.これは典型的な垂直統合で,ここでは小農民

的土地所有は維持されつつも,経営の孤立,分散

性は打ち破られ,機械力の利用によって小農経営

の技術的制約が克服されている.小農はMSCの

下請生産者化している.

2. ムミアスにおける小鼻の階層分化

(1) 外部生産農家の階層分化.ムミアスの外部

生産農家についてはこれまでに3つの調査が行な

われた.79)第15表は外部生産農家の土地利用を3

つの調査結果からまとめたものである.所有地面

積の平均は4-6ha.で,その30%前後が甘蕉栽

第 15表 ムミアスにおける外部生産農家の土地利用
(単位:-クタール)

調 査 年 1974/75

サンプル農家数 88

所有地面積 (
平均 (A) 5.3

メディアン 3.7

甘酢 鮎 (警 告 ｡.9

1.2

B/A XIOO 229/o

甘煮以外の作物の
作付面積の平均

そのうちとうもろこし
作付面積の平均

霊

崇

1
･
-

m
脚

m

rs,
(,r
=

=

川

･;
･

0.74 m.a. 1.3

0.44 n.a. 0.72

(出所)Barclay,1977;Buck-Hansen,1980b;
Tobiesen.

培に利用されていることがわかる,

① 外部生産農家の甘煮生産.外部生産農家の

甘煮生産の第-の特徴は農家間の土地生産性の格

差が小さいことである.第3図と第4図は外部生

産農家の甘煮の土地生産性をヘクタール当たり収

量と-ククー/レ当たり純収入(粗収入からMSC

前貸 しの投入財 ･サービスの代金を差し引いたも

の )80)で示したものである.この図で明らかなよ

うに大部分が平均に近い土地生産性を示している.

単位面積当たり収量の農家間格差が小さいことは

Barclayの調査によっても確認しうる.88戸の

サンプル農家の1エーカー当たりの収量は,平均

戸
お
出
ガ
か
如

何

招
q
+

〟
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b き 喜 害 意 書 き 表
(1ヘククー/レ孝r･_･)ケニア･5))>2

'.')(出所 ) Buch-Hansen,

1980b,p.30.第4図 外部生産兵家.-クタール当たり甘煮純収入の分布

が54.3トン,メディアンが52.3トンであ

るのに対し,サン7㌧との337Toが収量 50

･1トンから60トンの範臥 こ入るヲ1)外部生

産農のすべてがほとんど同一の耕作方法で,同一

の生産手段を利用 して甘煮生産を行なっているの

であるから,土地生産性の農家間格差が小さいのも当然

といえるだろう.土地生産性に大きな差異がない以

上,甘煮収入の農家間格差は主として栽培面積の

格差によって決まることになる.実際第 5図と第6図が示すよ

うに栽培面積 と収入の分布パターンは類似している.大部分の農家が栽培面積0.5-1.5haであ

るのに対 し,ごく少数の農家が2.5ha以上の

大きな甘煮畑をもっている.甘煮生産からの純収

入の平均は3,293シリングであるが,全体の

53%は1,000シリング以上 3,000シリング

未満の範囲にある.これに対 して全体の7%の農家が

平均の2倍以上の純収入をあげている.したがって甘煮

生産の面では外部生産農家は大きく2つ

のグループにわけることができよう.一方で1ha前後の甘煮を栽 培 して2,000シリング前後

の収入を得ている多数の農家のグループがあり,

他方で2.5ha以上の甘煮を栽培 し,収入が 6

,000シリングをこ.えるような上層 10770

程度の農家がある.次に甘煮生産からの純益を

みてみよう.甘煮生産において外部生産農家に残

された作業のうち最も多くの労働を必要とするの

が除草作業である.その除草作業における賃労働

の利用状態を示したのが,第16表である.8%

の農家が作業の全てをMSCの労働者隊に委託 し

ているが,後で述べるように彼らは一種の不在地

主である.この場合の労賃はMSCが甘煮代金支払い時に

控除するのでここでは問題にしない.そこでこれ以外

の農家についてみると62.5%の農家が少 くとも1回の
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第 5図 外部生産兵家.甘煮栽

培面積の分布■ヽ
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第16表 外部生産農家の除草作業における
賃労働の利用(1974年)

作業の全部を家族労働
で行なった農家

作業の半分以上を家族労働
で行なった兵家

作業の半分以上を賃労働
で行なった農家

作業の全てをMSCの
労働者隊が代行

作業を相互扶助
で行なった農家

(出所)Barclay,1977,p.238.

28.470

36.470

26.1%

8.070

1.170

からの純益 ということになる㌘2) また第 7図は

1979年における外部生産農家の労賃支払い額 を

示 したものである.半数以上の農家が労賃支払い

き き 等妄言昔,i-･,17-'労1tt ユスト(出所)F.Tobiesen調査.但しBuch-Hanse
n,1980b,p.54より再引用.

第7図 外部生産農家の労賃コスト(1979年) に500か

ら1,500シリングを支出 してお り,1974

/75年に比べてかなり増加 している.これは賃労

働-の依存度が増 したことと,ムミアス･プロジ

ェクトの展開に伴って労賃水準が上昇 したためと思わ

れる.1979年の調査では少 くとも90%の外部

生産農家が除草作業に労働者を雇った.83)第 7図を第 6図と比べてみると,1978/79年には多く

の外部生産農家の甘煮生産からの純益は

500から1,500シリングだと推定される.

④ 外部生産農家の食梅作物生産.外部生産農

家においては甘煮生産 とは対照的に食糧作物生産

は低い技術水準にある.食糧作物生産の場合は ト

ラクターや化学肥料などを農家がみずから現金を

支出して購入するか,借 りあげるか しなければなら

ない. 1974年の調査では外部生産農家における梨の普及率は249Toにすぎなかった.またムミア

ス･プロジェクトの以前に農業金融 を受けたことのある農家は6%であった.84)食糧作物に関する

農業普及指導は農業省の普及指導員が行なってい

る. しか しその活動はMSCの指導員に比べて低

調である.MSCの指導員の方が数が多く給与も

高い.また第 8図から看取 しうるように,所有地

面積の小さい農家では所有地に占める甘煮栽培面

積の比率が高い.このために所有地規模の小さい

外部生産農家で

は食糧作物生産が圧迫を受けていると思われる.

⑨ 外部生産農家の消費と投資.第17表は外部

生産農家の現金支出のパターンを示 したものであ

る.大部分の農家の現金支出は衣服 ･食糧品 ･教

育費が主たる項目である.大部分の外部生産農家

においては甘煮収入が生活手段購入に費されてし

まうわけである.これに対 して農業 ･土地 ･商業など-投資 しうる農家は全体の109も程度である.

しかも,このような投資を行なう能力をもってい

る外部生産農家は,実は恒常的な農外所得源を有

しているという.農外所得の支えがあるから彼ら

は甘煮収入のすべてを投資に振 り向けることがで

きる.チーフやアシスタント･チーフは甘煮収入を店舗建設に投資 した.85) 1978年の調査 も類似

の結果を示 している.多くの外部生産農家の支出
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(出所) M.Buch-Hansen,1980,p･52･

第8図 外部生産農家における所有地面積 と甘煮栽培面轍 1978年

(サンプルからの層化抽出による事例 )

第17表 外部生産農家の現金支出項目 (1974/75年)

支出せず 1-500 500 サンプルに占める
シリング シリング以上 割合(%)

衣 服

食 料 品教 育 費家

畜①親類-の贈与婚 資 支 払借 金 返

済｢消費財 ｣㊥住 居 改 築商業 ･実業-投資農業経費,農業投資⑨ 17.0 55.
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教育費と住居の改築に向けられる.外部生産農家

の上層 10-15%だけが土地や商業-の投資を実

現しうる.また恒常的な農外所得を有するものは,

同時に最大規模の甘煮生産者でもある.86)

(2) 外部生産農家と非外部生産農家

ムミアス･プロジェクトの開始後,外部生産農

家以外の農家はいかなる経済状態におかれている

だろうか.87) まず外部生産農家とそれ以外の農家

に所有地規模の大きな差があるだろうか.外部生

産農家になるためには最低 2.2haの所有地規模が

条件であるが,この条件が必ずしも守られていな

いことはこれまでの分析から明らかである(第8

図参照 ).所有地規模の大きい農家の方が外部生

産農家になり得る確率は高いであろうが,かとい

って所有地規模の小さい農家が外部生産農家にな

れないわけではない.ムミアスにおける一戸当平

均所有地規模は約 4ha.と推定されている.88)これ

を第15表の数値と比較してみれば,外部生産農家

とそれ以外の農家の所有地規模に著しい差がある

とは思えない.

ムミアスではコーヒー ･茶 ･綿花などの換金作

物は栽培されていないので,非外部生産農家は食

糧作物を生産 している.ムミアス･プロジェクト

のフィージビリティ･スタディは,プロジェクト

の実施による食糧需要の増大によって,非外部生

産農家は商業的食糧生産に特化すると予測 してい

た.しかしこの予測は的中したとはいえない.第

18表によれば非外部生産農家の食糧作物生産は

外部生産農家よりもむしろ低い水準にあるといえ

る位である.しかも同じサンプル調査によれば食

第18表 外部生産農家と非外部生産農家の食糧
作物生産量の比較,1974年.
(とうもろこし,ソルガム,フィンガー･ミ
レット,キャッサバの合計)

0-5袋 5110袋 10袋以上 合計

2 22 12 36戸

左岸農家 43 56 44 143戸
計 45 78 56 179戸

(注) 1袋-90kg.
(出所) Barclay,1977,p.295.

外部生産

非外部農家

糧作物を自給できない農家が多数存在するのであ

る.89)MSCとの関連で言えば,MSCの関心は

あくまでも甘煮生産だけである.MSCが非外部

生産農家の食糧生産に ｢技術的援助,投入財,派

通サービスを与え｣ることはないのである.

商業的食糧作物生産も甘煮生産 も行なっていな

いとすれば,非外部生産農家は島外雇用に現金収

入源を求めざるを得ない.払rclayのサンプル調

査 (このサンプルには外部生産農家も含まれてい

るが,サンプルの8070は非外部生産農家である)

では,家長 (男性 )の27.59もがMSCに雇用 さ

れ (中核エステー トや製糖工場の労働者等 ),

19.4%がなんらかの臨時雇労働に従事している.

農業以外から現金収入を得ていない家長は全体の

10.3%にすぎない.90) また外部生産農家が除草

作業等に雇 う労働者の大部分は女性であるとい

う.91) したがって非外部生産農家では男性は主と

してMSCの労働者 として,女性は主として外部

生産農家の臨時雇労働者として働いて,現金収入

を得ていると考えられる.

3,外部生産農家とMSC

(1) 砂糖の価格構成.ケニアでは砂糖に関連す

る価格は甘煮価格から砂糖小売価格まですべて政

府公定価格である.この意味では甘煮生産者にも

MSCにも価格決定権がない.第19表はケニアの

砂糖の価格構成を,第 9図はMSCの総売上高

(Netturnover)の内訳 を, それぞれ示 したも

のである.92)砂糖の価格構成で特徴的なことはコ

ーヒーや茶の場合と比べて生産者受取分の割合が

小さいことである..これは税金の占める割合が大

きいことによる.砂糖物品税 (exciseduty)は

1978年には約 2億 1,000万シリングで,政府歳

入の約 2770を占めている.93)砂糖生産からの税収

入は物品税にとどまらない.製糖会社に対する利

潤税は1978年にMSCからだけで 1,400万シリ

ングに達 した.第 9図にみられるようにMSCの

総売上高のうちブッカー ･グループは経営代理料

として約 1,200万シリング,株式の配当として約

130万シリングを受取る.また外国人顧問 ･技術

者の給与が約 1,000万シリングに達する.これに

対 して約 1万 1,000戸の外部生産農家への甘無代
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第19表 ケニアにおける砂糖の価格構成
(単位 :パーセント)

甘煮生産者 製糖工場 流通部 門 税 金
受 取 分 経費･利潤 経費･利潤 (物品税 )

6

0

1

5

3

2

7

3

4

9

3

2

2

3

2

2

4

6

8

0

7

7

7

7

8

9

9

9

9

9

8

2

0

t17

乱

25

24

28

27

m

2
･
｡

-
･
5

-
･
5

8
･
9

m

‖リ 8

4

8

.
2

乱

23

18

9
.
22

m

歴 l＼笠普

4

9

6

.
7

臥

5

20

30

6

m

(注) ① importequalizationfund.

(出所) 1972-78年は Buch-Han,sen･1980b,p･58･
1980年は Kenya,StatistlCalAbstract,;EconomicSurveyより計算

(出所) Buch-Hansen,1980b,

p･第9図 1978年におけるMSCの給売上高(N
etTurnover)の内訳. 金純支払い額は

約 4,600万シリングで,これに製糖工場,中

核エステー トの労働者 (合計約 6,000人 )-の貸金を合わせると, 7,000万-7,500万

シリングが地元に残ると推定される.またケニア

政府は株式配当,利潤税 として約

3,150万シリングを受けとる(砂糖物品税 も含

めるとケニア政府のムミアス ･プロジェクトか ら

の収入は約 1億3,000万シリングとなる ).

(2) M SCの生産 ･流通支配に対する外部生産農

家の対応.外部生産農家の間にはM SCの権威主義的

態度に対する不満や不信感がみられる.ある外部生産者は 1975年

にバラザ94)で次のように発言 している. ｢

･--我々は甘煮が工場へ運ばれるときに甘煮の重量を測る橋ばかり(weighbridge)

に立会人を送れない.それにこの工場が建設されて以来我々は工場の中に入ったことがない.-･我

々はただ金 を受け取るだけで工場がどんな姿をしているのか知 らない.｣95)同じバラザで別の外部

生産者は,農民が必要としているときに化学肥料

が手に入るようにしてほしいとM SCに要望 した.

これに対 してM SCの普及指導員は次のように答

えている. ｢化学肥料の分配については我々自身

が計画を立てている.我々は,いつ化学肥料が必

要なのか大変良く知っている.これは農民の関与

することではない.｣96)同じバラザでムミアス担

当のディストリクト･オフィサーが行なった次の
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諸君とMSCを結びつけるローブがあるのだ.だ

から,もし諸君が何か悪いことをしたら,そのロ

ープは切れてしまう.我々 [政府]がそのロープ

に関心をもつのはこのためである.｣97)M SCの

最大株主であるケニア政府としては甘煮の安定供

給をみだす行為は容認 しないことを外部生産農家

に警告しているのである.

しかし外部生産農家はロープを切らないまでも,

それをそっとゆるめようとはするのである.MS

Cの生産 ･流通支配に対する外部生産農家の対応

は彼らのおかれた経済状態によって異なっている.

まず現金収入をほぼ全面的に甘煮生産に依存し,

甘煮収入が生活手段の購入に費されてしまう下層

の外部生産農家の対応は化学肥料の横流 しである.

彼らはMSCが前貸しする化学肥料を規定通 り甘

煮に施肥せず,売って現金に代えるのである.甘

無収入がほとんど唯一の現金収入である彼らにと

って次の甘煮代金の支払いまでの間に現金にこと

欠く場合がしばしばある.98)そこで現金の必要に

迫られて化学肥料の横流しが行なわれるのである.

それは,MSCや当地の行政官による警告にもか

かわらず,依然として行なわれている.しかし結

果的には肥料横流しは外部生産農家の経済的地位

の悪化をもたらす.前貸 しされた肥料の代金は利

子率870を加えて確実に甘煮代金から控除される

のに対 して,肥料の ｢やみ値｣は正規の価格より

も低いからである.99)そのうえ施肥 しなかったこ

とにより甘煮の収量が低下し甘煮収入が減少する.

下層の外部生産農家が肥料横流しという対応を

しているのとは別に,ごく少数の富裕な外部生産

者 (その大部分がチーフや商人でもある)はMS

Cによる甘煮代金からの控除を避けるために ｢私

的に｣甘煮を生産することを計画しているという.

一方でMSCの外部生産者 として甘煮を生産 しつ

つ,他方で ｢私的な｣甘煮畑をっくるのである.

この私的な甘煮生産では,下層の外部生産農家が

横流 しする化学肥料を使 う100)(すでに述べたよ

うにその値段はMSCが控除する値よりも安い).

私的な甘煮生産 を行なうためには,化学肥料や ト

ラクターや型を所有 (あるいは賃借 )しなければ

ならない.これは一部の富裕な外部生産農家だけ

に可能である.この私的甘煮生産がどの程度行な

われているのかは明らかでないが,潜在的な資本

家的農民にとってMSCによる甘煮代金からの控

除が蓄積の権椎 として意識されていることは明ら

かである.同時に私的甘煮生産が横流しの肥料を

利用するということは,それを媒介として富裕な

外部生産農家と比較的貧しい外部生産農家との経

済的階層分化が促進されることを示唆 している.

MSCの支配に対する三番目の対応は外部生産

者の特殊な層によって行なわれている.ムミアス

･プロジェクトの開始直前及び初期の時期にムミ

アスではかなりの数の外部者による土地の購入が

みられた.ムミアス地方北ワンガ郡の2つの地区

における, 1969年から75年までの土地売買調査

によると,土地購入者の23%は外部者であった.101)

彼 らは甘煮生産をはじめることをねらって土地を

購入 したのであった.彼 らは購入 した土地には住

まず,本職の役人や銀行員をつとめる一種の不在

地主である.MSCの外部生産農家システムでは

甘煮生産作業のかなりの部分がMSCによって行

なわれる.外部生産農家に残された除草等の作業

も規定通 り行なわなければMSCの労働者隊がこ

れを代行する.不在地主たちはこのシステムを逆

手にとって利用 した.彼 らは外部生産農家に残さ

れた作業もMSCの労働者隊に代行させるように

した.こうなると外部生産農家システムは不在地

主にとって便利な制度になる.ほとんどすべてを

MSCにまかせておけば,一定の収入が得られる

からである.もちろんMSCによる作業部分の増

加によって甘煮代金からの控除は増加するが,本

業を別にもっている不在地主にとってはいわば地

代部分を受け取るだけでも十分である. 1974/75

年には外部生産者の約8%が不在地主であった.102)

†.む す び

コーヒー ･茶 ･甘煮の生産において,資本や国

家は形態の相違や程度の差はあれ,小農の生産 と

交換の諸条件を規制 している.資本や国家による

規制に対し,′ト農は時には公然と時には隠然と抵

抗する.それは政治問題化,不法栽培,肥料の横

流 しなどの形をとる.この抵抗が,資本や国家に
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よる規制を部分的に形骸化した り,変更 しうるこ

とを本稿の事例は示 している.

換金作物生産は小農の各階層の経済状態に異な

った結果をもたらしている.換金作物生産によっ

て投資しうる余剰を得られるのは,小農の中でも

少数の上層農家だけである.上層農家は中層や下

層 と比べて大規模に換金作物生産 を行なっている.

それにもかかわらずその経営においてはむしろ単

一の換金作物-の依存度は土地利用の面でも収入

の面でも他階層に比べて低い.彼 らは生産や流通

に規制が加えられている換金作物-の集中を避け,

むしろ農業経営の多角化や商業 ･実業等農外-の

投資によって経営を拡大している.同時に兼業収

入や安定√した食糧作物生産があることによって換

金作物からの収入 を全面的に投資したり,農業労

働者を雇 うことが可能になっている.上層農家の

換金作物生産は他の階層に比べて大規模であるに

もかかわらず,換金作物の生産技術水準に階層間

で大きな差異があるとはいえない.これは,資本

や国家による小農の生産過程-の介入や投入財の

前貸 し,輸送サービスの供与が,同一の栽培技術,

生産手段を小鳥に与えるため,生産力を均等化さ

せる傾向をもつためである.

換金作物 を生産する大多数の小農にとって換金

作物からの収入のほとんどは生活手段の購入のた

めに費されてしまい,投資しうるだけの余剰は残

らない.彼 らにとって換金作物からの収入はもっ

とも重要な- しばしばほとんど唯-の- 現金

収入源であって,食糧作物農業は主 として自給用

に行なわれる.彼 らは換金作物から収入がある故

に,自己の農地における農業経営で生計を維持す

ることが可能になっている.それは彼 らが現金稼

得のために雇用労働に従事したり,土地を売却す

る必要性を減少させた.この意味で換金作物生産

が中 ･下層の小農にまで普及 したことは彼 らのプ

ロレタリア化をお しとどめる作用をした.小農の

中 ･下層が国家や資本の規制にもかかわらず,不

法栽培等の形で換金作物生産-の参入を試みたの

はそれによって自分たちのプロレタリア化を回避

しうるからであった.他方小農の上層にとっては,

換金作物生産の中 ･下層-の普及は農村における

労賃の上昇,土地集積の困難等,資本家的経営へ

の上向に不利な要因をもたらした.

しかし下層の小鼻は換金作物-の参入によって

ち,プロレタリア化-の危険を完全には回避 しえ

なかった.小規模な所有地 という制約の下では換

金作物を導入 しても生計維持に必要な現金収入さ

え確保 しえない.また換金作物生産が食糧作物生

産 を圧迫することになる.そのため彼らは現金収

入を得るために農業労働や都市-の出稼ぎ労働に

従事するか,食糧生産 を補充するために借地をせ

ねばならないのである.

一方で以上のような階層差をはらみつつも,他

方で換金作物生産は,換金作物生産に適 した地域

とそうでない地域との地域的格差を増大させた.

後者の地域でどのような社会的 ･経済的変化が生

じてきているのかを知ることは今後一層重要性 を

増 してくるであろう.
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